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研究成果の概要（和文）： 当初の計画では、北極ガバナンスの制度間調整を中心とする実相を描くことが中心
であった。しかし、2022年にロシアによるウクライナ侵攻が起きたことから、2014年のロシアによるクリミア併
合を比較検討対象としながら、北極ガバナンス全体のレジリエンスについての考察を行った。クリミア併合の段
階で、米ロの対立を北極に持ち込まないという共有認識のもと、逆にガバナンスの進展があったことを明らかに
した。ロシアのウクライナ侵攻とは全く異なる軍事的位相ではあるが、主たる北極評議会の動向などを検証しな
がら、今後のロシアの参加なしに、北極ガバナンスの目的の達成やその維持ができないことを結論付けた。

研究成果の概要（英文）：　My original plan was centered on portraying the realities of Arctic 
governance, mainly institutional interplay and coordination.   However, the Russian invasion of 
Ukraine in 2022 made me concern of the resilience of Arctic governance.  Going back to the Russian 
annexation of Crimea in 2014, there was a development of the Arctic governance itself based on the 
shared understanding that any confrontation, especially the US-Russia confrontation would not be 
brought to the Arctic. Although a very different military phase from Russia's invasion of Ukraine in
 2022, it concluded that the objectives of Arctic governance cannot be achieved or maintained 
without future Russian participation, examining developments in the main Arctic Council and other 
factors.
　The Arctic is an important area, not only geopolitically, but also in determining the global 
environment, and a change in the Arctic council presidency may find a way forward for Arctic 
governance.

研究分野： グローバル・ガバナンス

キーワード： Arctic　Arctic Council　Geopolitics　Environment　Governance　Power politics

  ３版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　ロシアによるウクライナ侵攻以後の国際政治の視点は、リベラリズムから伝統的リアリズムの対立の世界への
変化ともとらえられがちであるが、一方で、軍事的対立と異なる位相でのグローバルガバナンスの変化、維持の
可能性を考察した。このことは、今後の国際政治の見方についての一助となろう。
　また、北極評議会を中心とする北極ガバナンスの研究については、2010年以降は、必ずしもアップデートされ
ておらず、とりわけ、クリミア併合前後に北極加盟国が米ロも含め、ガバナンスを進展させることに動いたこと
を一次資料に基づき検討したことは、南極との比較検討において、今後活かされていくことが期待される。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通）   
 
 
１．研究開始当初の背景 
 北極域は、地球温暖化に伴う氷の溶解により北太平洋と大西洋をつなぐ北極圏航路の可能性

が高まり、国際政治学分野では、米ロの地政学的な対立、中国の海洋進出の文脈で分析されるこ

とが多くなっていた。しかし、中国は北極圏（北緯 66 度 33 分以北）に位置する国ではない。

「北極海沿岸国」（ロシア、アメリカ、カナダ、ノルウェー、デンマーク）の間では領土紛争は

存在せず、北極の問題は、基本的には氷が解けることによって生じた北極海の問題である。海洋

には、基本的には国連海洋法条約（UNCLOS）が適用されるものであるが、北極は閉鎖海とし

ての地形、生態系の脆弱性、その特異性からくる科学的関心の高さなどから、多分野横断的な問

題となっており、海洋法と環境法の双方の視点からの考察が不可欠となっている。 

 
２．研究の目的 

本研究では二つ課題に同時並行的に取り組む。一つは北極の制度を整理し、その設立経緯、交

渉過程などを詳細に検討することである。その際、米ロについては、冷戦時代も含めて、歴史的

な北極政策がどのようなものであったかについても検証していくことである。他方で、制度の設

立条約や運営する委員会などの議事録などを検討することで、制度間の重複問題などがどのよ

うな形で生じているのか、また外部要因として、気候変動枠組み条約・パリ協定が北極域制度に

与える影響についても考察する必要がある。 
  
 
３．研究の方法 
文献、資料調査を中心に、主たる北極評議会（AC）、北極科学委員会（IASC）などのこれま

での活動、さらに、北極海に関連した条約などの策定にあたってきた国際海事機構（IMO）など

の国際機関の議事録を精査する。また、自らがメンバーである南極国際動向研究会などへの参加、

報告を行うことによって、北極ガバナンスと南極ガバナンスの比較検討を行なう。 
 

４．研究成果 

 上記のような背景、目的で 2021 年度の研究をすすめていたが、2022 年の 2 月 22 日に予期し

なかったロシアによるウクライナ侵攻が発生し、研究の方向性を大きく変えざるをえなくなっ

た。北極ガバナンスの位相を確認するところはそのままとし、軍事レヴェルの位相は全く異なる

が、現在のウクライナ紛争の前哨とも位置付けられる 2014 年のウクライナ併合時にどのような

変化が北極ガバナンスに生じたのかを中心に検討した。その際、北極評議会の議事録を中心に、

ＡC加盟国がどのような対応を行ったのかについての考察を行った。 

 

（１）北極ガバナンスの成立の背景について 

国家間の協議体として、1989 年にフィンランドのイニシアチブで、北極圏のロシア、アメリ

カ、カナダ、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、スウェーデン、デンマークの 8か国が

集まり、北極の環境保護についての枠組みの検討を開始した。そして、1991 年に正式に「北極

環境保護戦略」(AEPS)が採択され、残留汚染物質や放射能汚染など環境問題についての行動計

画が明らかにされた。その後、1996 年には、北極圏 8 か国の代表によるオタワ宣言におい
て、ハイレベルフォーラムとしての北極評議会（AC）が創設された。その目的は、a) 北極
における持続可能な発展と環境保護に関する諸課題につき、北極先住民社会その他北極住



民の関与を得て、北極圏国の間の協力、調整と相互作用を促進する手段を提供すること、b）
AEPS 下で設立された 4 つの作業部会の諸活動を監督し調整すること、c）持続可能な発展
について関する計画につきその綱領を採択し、同計画を監督し、調整すること、d）北極に
関連する諸課題につき情報を発信し、教育を奨励し、関心を高めることとしている。ここに
AEPS は北極評議会に発展的に吸収された。そして、a)の諸問題の注記として、軍事上の安
全保障にかかわる問題を扱うべきではないとしたことが、その後の展開に大きな意味をも
つことになった。すなわち、ハイレベルの協議会であるといっても政治的に限定的な意味し
かもたないように注意深く作られていたのである。 
 
（２）ＡC の組織構造の確認 
 AC では、北極圏国の閣僚会合が 2 年ごとに開催され、補助機関として高級北極実務者会
合（Senior Arctic Official: SAO）が毎年 2 回行われ、議長は 2 年ごとの輪番制である。決定
はすべてコンセンサスで行われ、拘束力をもつものではない。一方、4 つの北極先住民団体
に常時参加者としての特別な地位が与えられ、AC において議決権はないものの、意見を表
明することができる。AC の活動への貢献がある非北極圏国や NGO には、オブザーバー参
加が閣僚会合のコンセンサスで認められている。また、その他、ＡC 以外にも「バレンツ・
ユーロ北極評議会」（BEAC）が設立されるなど、1990 年代は北極に協力の枠組みが次々で
きあがる時期でもあった。 
 
（３）ロシアにとっての北極政策 

1990 年代は、ロシアと西側諸国との関係は良好であったし、結果的にロシアは、能力構
築を通した援助の最大の利益国でもあった。2000 年代に入ると、ロシア経済は回復基調に
はいった。おりしも大統領に選出されたプーチンは、世界的な石油価格の高騰を背景に、一
気に国内の経済を安定させ、政治的基盤を固めていった。以後、北極圏は主権、安全保障、
天然資源へのアクセスといったロシア国益の核心へと変化させていった。そのことは、2001
年に北極政策文書を国内向けに発出し、対外的には、大陸棚限界委員会（CLCS）に大陸棚
の延長を最初に申請するなど、海洋資源権益を明らかにする試みにも表れた。さらに、ロシ
アは、2007 年に潜水艇が北極点の土壌サンプルを収集すると同時に、海底に国旗を設置す
るという一方的な行動をとり、「北極がロシアのものである」ことを知らしめようとしてい
た。とりわけ 2008 年 7 月の米国地質調査所の「環北極圏資源量評価」報告が北極圏全域の
未発見の石油や天然資源量を示して以降、北極圏外の国も含めて、資源競争の様相を呈する
ことになった。そのことは、ロシアにとって、大国としての意識高揚・ナショナリズムの大
きな要因ともなっていった。 
 
（４）アメリカの北極政策 
  冷戦期から北極地域での第１の目標は国家安全保障であり、航行の自由や上空飛行の権
利の確保を最優先課題としてきた。北極圏全体の視点から北極をとらえるようになったの
が、ジョージ・Ｗ・ブッシュ政権末期の 2009 年 1 月に出された大統領令以降であった。こ
の中で、アメリカは「北極圏国」(Arctic Nation)であり多様な国益があるとしたうえで、①
国家安全保障と国土安全保障、②環境保護と生態系の保全、③持続可能な資源管理と経済発
展、④北極圏 8 か国の協力のための制度の強化、⑤先住民コミュニティの意思決定過程へ
の参加促進、⑥地域、地球規模での環境問題の研究強化をアメリカの政策として列挙してい



た。海洋の自由がアメリカの最重要課題であるとしているのはこれまで通りである。しかし、
次に、国家間によるガバナンス（International Governance）の項目を設け、AC がハイレベ
ルフォーラムとして、これまで環境保全と持続的発展という限られたマンデートを扱うこ
とによって、重要な役割を果たしてきたことを評価している 
 2013 年にはオバマ大統領は、2009 年の大統領令を踏襲する形で、「北極の国家戦略」を
公表した。さらに、同年 11 月には国防省が「北極戦略」を出しているが、その中でも、安
全保障を確保し、防衛の協力関係を促進すること、広範な挑戦や偶発的な問題に対応できる
ようにすることを目標とするとともに、具体的な国名は示さず、北極の軍事化や過剰な行動
が行われれば、相互不信と誤認を招き、軍拡競争となりかねないこと、現在の協調的なアプ
ローチが壊れてしまうことへの危機感も指摘している。 
  
（５）北極ガバナンスにおけるＡC の強化 

ロシアの北極点での行動に対して、他の北極圏諸国は激しく反発した。地球温暖化にとも
なう北極海の氷解、一方で中国の経済発展にともなうエネルギー需要の変化は、資源獲得競
争の幕開けとも考えられた。こうした時期に AC はどのように対応し、変化したのであろう
か。一つは、ＡC 自体を強化する動きである。オブザーバーの拡大や、常設の事務局の設立
などである。もう一つは、協議フォーラムから、規範形成フォーラムへと変化していった点
である。いずれも IMO での協定を部分的に複製したものであるが、2011 年には「北極捜索
救助（SAR）協定」を、2013 年には「北極油濁汚染準備対応協定」を締結した。また、2017
年には、「北極国際科学協定」を締結した。その他、新たな組織として、企業間の活動や責
任ある経済発展を促進するための「経済協力フォーラム」（Arctic Economic Forum）や「沿
岸警備隊フォーラム」（Arctic Coast Guard）が設立されている。 
 
（６）クリミア危機（2014 年）の影響 

クリミア併合後の 2015 年のＡC 閣僚会合では、「緊張した国際情勢」「紛争と緊張の時こ
そ、政治的対話が必要」という発言は北欧諸国から行われたが、直接ロシアへの言及はなか
った。また、2015 年から議長国となるアメリカも、“One Arctic”という言葉を使い、北極コ
ミュニティの経済と生活条件の向上、北極海の安全、安全保障と責任ある行動、地球温暖化
の影響への取り組みの 3 つを重要な課題として挙げるにとどまった。すべての加盟国に共
通していたことは、協力と平和の北極圏であり、コミットすると発言し、北極圏を他に影響
されない独立した問題としてとらえていたことである。 

一方のロシアからは、ラブロフ外相が欠席し、AC のタスクフォースによって草案が用意
され、同会期で条約の形での合意を目指していた「油濁汚染防止」「ブラックカーボンとメ
タンに関する行動」が先送りされるなど、まったく影響がなかったわけではない。しかし、
AC が創設されてから議長国が一巡した 2015 年の「イカリ宣言」では、北極の平和、安全
および建設的な協力を維持することを約束し、AC が指導的役割を通して具体的な行動を行
うとした。クリミア併合という北極圏外でおきた国際的な危機と対立の国際情勢にあって、
AC の目的を確認したことになる。また、米ロが共同議長であったタスクフォースで、（５）
でのべた「北極科学協力協定」が締結されたのが、2017 年であったことも示唆的であろう。 
 
（７）その後の北極 

トランプ政権は、当初の 2 年間は北極への関心を示さなかったが、2019 年には、国務長



官が、北極航路と中国の一帯一路構想とが結びつくことに強い懸念を表明した。さらに、軍
事プレゼンスの強化につながる海域調査についても痛烈に批判し、「北極海が南シナ海化す
ることを望むのか」という挑発的な発言によって、ロシアと中国を北極のルールと規範にも
とづく秩序に挑戦する国家として公に批判した。 

しかし、その後のバイデン政権では再び、AC の閣僚会合において、北極圏の協調関係は
これまで強化されてきたこと、その特徴はこれまでもこれからも平和的な協力関係である
ことが確認された。そして、2021 年には、AC の設立から 25 周年をむかえ、はじめて、具
体的な行動指針として「2030 年までの戦略計画」が採択された。 
 
（８）ウクライナ侵攻、その後 

2022 年のロシアによるウクライナ侵攻で、AC 下の作業部会も含め、沿岸警備フォーラ
ムなど、北極に関連する組織は完全にその機能を停止した。2021 年～2023 年はロシアが議
長国でありＡC の閣僚会合などの開催国であったことも影響した。しかし、2023 年以降は
ノルウェーが議長国の会期となり、国際協力が難しく困難な時期でありＡＣの協力関係も
影響を受けていることを認めたうえで、北極圏の長期的な発展に焦点を当てることが重要
であるとし、ロシア抜きでありながらＡC の活動を再開している。しかし、実際には、広大
なロシアの北極圏の情報や国内の実行なしには、AC の各作業部会も効果的な機能を果たす
ことはできない。本研究で検討した、2014 年のクリミア併合と、2022 年のウクライナ侵攻
では戦争のレヴェルがまったく異なることはもちろんであるが、ロシアは、侵攻後も気候変
動枠組み条約や生物多様性条約の締約国会議には出席し、また「国家管轄権外区域の生物多
様性の保全と持続可能な利用に関する国連海洋法条約の下の協定」（BBNJ 協定）の交渉に
も参加し、他国もそれを受け入れてきた。これらの多国間会議は、軍事的安全保障の問題と
ははっきり切り離されている故である。 

本研究では、北極圏、とりわけ北極海が地政学的重要地域になっていることを排して、AC
が設立時の目的に取り組むことができるのかどうか。地球環境問題という人類全体にかか
わる問題として、これまで深化を続けてきた北極ガバナンスのレジリエンスと意義が問わ
れていることを明らかにした。 
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